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－ 法令等の略称 － 
 

略称 正式名称 日付・文書番号等 

省令 日常生活支援住居施設に関する厚生労働

省令で定める要件等を定める省令 

令和２年厚生労働省令第４４号 

省令で定める

要件等につい

て 

日常生活支援住居施設に関する厚生労働

省令で定める要件等について 

令和２年３月２７日付け厚生労働

省社会・援護局長通知通知（社援発

０３２４第３号） 

基準条例 千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に

関する基準を定める条例 

令和２年千葉市条例第５号 

生活保護の適

用について 

無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施

設における生活保護の適用について 

令和２年３月２７日付け厚生労働

省社会・援護局保護課長通知（社援

保発０３２７第１号） 

支弁基準 生活保護法による保護施設事務費及び委

託事務費の支弁基準について 

令和２年４月２日付け厚生労働事

務次官通知（厚生労働省発社援０４

０２第１号） 

委託事務費の

取扱いについ

て 

日常生活支援住居施設の認定及び日常生

活支援委託事務費の取扱いについて 

令和２年４月３日付け厚生労働省

社会・援護局保護課長通知（社援保

発０４０３第１号） 

令和２年７月１日付け厚生労働省

社会・援護局保護課長通知（社援保

発０７０１第１号）で一部改正 
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－ 事務の流れ － 

 

 

【相談者】福祉事務所へ保護の相談

【入居者】福祉事務所へ保護の申請

【福祉事務所】日常生活支援住居施設の利用の可否の検討（ケース診断会議）

【福祉事務所】日常生活支援委託を依頼 【福祉事務所】日常生活支援委託をしない回答

【福祉事務所】相談者に対し施設一覧の配布

【福祉事務所】個別支援計画の見直し内容の同意

【福祉事務所（給付）】委託事務費の請求内容をCWへ確認依頼（毎月）

【福祉事務所】委託事務費の支払い（毎月）

【相談者】施設一覧を使用し、施設に対し利用可否の相談

【施設】相談者と面談し、利用可否を検討

【施設】日常生活支援委託依頼の受託

【福祉事務所】保護の決定及び日常生活支援住居施設の委託の可否の決定

【施設】個別支援計画の作成・協議

【施設】委託事務費の請求（毎月）

【福祉事務所】委託事務費の請求内容の確認

【福祉事務所】必要に応じて転居指導

【施設】個別支援計画の見直しの協議（６月ごと）

【施設・入居者】施設利用の契約

【施設】福祉事務所へ日常生活支援の委託の可否に関する相談

【福祉事務所】個別支援計画の同意（ケース記録による決裁）
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１ 制度の概要                             

１－１ 日常生活支援住居施設とは                          

１ 制度の創設 

平成３０年に生活保護法が改正されて「日常生活支援住居施設」の制度が新設され、その施行日が

令和２年４月１日とされた（⇒その後、令和２年３月４日の社会・援護局関係主管課長会議において、

実際の制度開始（委託の開始）時期を令和２年１０月１日からとする旨が示された。）。 

 ※ 生活保護法の改正（下線部分が追加） 

   第３０条 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、こ

れによっては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、

日常生活支援住居施設（社会福祉法第２条第３項第８号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であっ

て、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都

道府県知事が認めたものをいう。第６２条第１項及び第７０条第１項ハにおいて同じ。）若しくはその他の適当

な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができ

る。 

 

２ 日常生活支援住居施設の制度とは 

省令第１条が定める次のような要件を満たす優良な無料低額宿泊所は、事業者からの申請を受け

た上で「日常生活支援住居施設」として自治体（都道府県、政令市、中核市）に認定され、自治体か

ら委託を受けて「単独での居住が困難で日常生活上の支援を受ける必要がある者」に対する日常生活

上の支援を行い、自治体から委託料（支出科目は扶助費）の支払を受けることができる制度である。 

① 入居者１５人に対して１人以上の手厚い職員を配置している（常勤換算方法による配置数）。 

② 省令と千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「基準条例」と

いう。）が定める設備運営基準をすべて満たしている。 
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１－２ 制度の概要                                 

１ 日常生活支援住居施設が行う支援 

（１）支援の対象者 

支援の対象者は、保護の実施機関が、本人の心身の状況、生活歴、生活上の課題、活用可能な社

会資源や家族等との関係などを踏まえて、日常生活支援住居施設で支援を行うことが必要と総合

的に判断する者となる。   

※ 保護の実施機関（施設ではなく）が判断するものであることに留意する必要がある。 

（２）支援の内容 

支援の内容は、次のとおり。 

   ① 生活課題に関する相談、必要に応じた食事の提供等の便宜を供与する。 

   ② 自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、個別支援計画に基づき、家事・健康

管理・金銭管理等に関する支援、社会との交流その他の支援及び関係機関との調整を行う。 

 

２ 委託事務費（支出科目は扶助費） 

  市から施設に毎月支払う委託事務費は、次のように算定される。 

  ① 委託事務費は、支弁基準に基づいて施設の入所定員に応じて入所者１人当たりの日額単価を

設定し、これに各利用者の実入所日数を乗じて得た額が１人当たりの月額委託事務費となる。 

     ※ 日額単価の例（令和２年１０月時点） 

１５人定員⇒９１０円 ２０人定員⇒８２０円 ３０人定員⇒６７０円 

 各施設は、翌月１０日までに、月額委託事務費をそれぞれの被保護者に係る保護の実施機関に

請求する。 

  ② 入所者のうち、重点的要支援者（要介護者、障害者等）の割合が一定以上であり、かつ、より

手厚い職員配置がなされている場合は、委託事務費が加算される。 

逆に、職員が欠如している場合や、個別支援計画が適切に作成されていない場合は、委託事務

費が減算される。 

 

３ 運営等 

（１）職員配置 

   ① 施設は、「管理者」（施設長）を配置するとともに、入所者に対して日常生活上の支援を行う

「生活支援員」を、常勤換算方法で入所定員１５人に対して１名以上配置しなければならない。 

  ② 生活支援員のうち１名を「生活支援提供責任者」としなければならず、「生活支援提供責任者」

は、入所定員が３０人を超える毎に１名追加で配置しなければならない。 

    また、「生活支援提供責任者」は、常勤専従職員でなければならないとともに、社会福祉主事

任用資格を有する者又はこれらと同等以上の能力を有する者でなければならない。 

（２）運営 

  ① 日常生活支援住居施設は、入所者の状況、希望する生活や課題等を把握（アセスメント）した

上で、支援の方針や支援目標等を記載した「個別支援計画」を策定し、当該計画に基づき、適切

な支援を行わなければならない。また、個別支援計画は、６か月ごとに見直しを行い、必要に応

じて変更しなければならない。 

  ② 日常生活支援住居施設は、省令が定める設備運営基準のほか、基準条例が定める設備運営基準

を満たさなければならない。  



8 

 

２ 施設の認定                             

 

２－１ 認定申請等                                 

１ 日常生活支援住居施設の認定申請を行うことができる者 

   法人に限られる。（省令第１条） 

２ 認定申請手続 

生活保護法３０条１項ただし書の規定に基づいて千葉市から日常生活支援住居施設の認定を受け

ようとする者は、省令第２条に基づいて、「日常生活支援住居施設認定申請書」【様式１】を千葉市長

（保護課）に提出しなければならない。 

 

２－２ 認定又は不認定の決定と通知                        

１ 決定 

市長は、認定申請を受けたときは、省令第１条が定める「認定の要件」をもって審査を行い、生

活保護法第３０条第１項ただし書の規定に基づき、３０日以内に認定するかどうかを決定する。 

■ 省令 

（認定の要件） 

第１条 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第３０条第１項ただし書の厚生労働省

令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）都道府県、市町村又は法人が経営しているものであること。 

（２）社会福祉法（昭和２５年法律第４５号）第６８条の２第１項に規定する社会福祉住居施設（同法第２条第

３項第８号に規定する事業を行う施設に限る。）であって、当該施設を経営する者が同法第７２条の規定に

よる経営の制限又は停止を命ずる処分を受けていないこと。 

（３）第３章及び第４章に定める人員並びに設備及び運営に関する基準に従って将来にわたり適正な事業の運

営をすることができる施設と認められること。 

⇒ 省令第２６条（第４章）で、「日常生活支援住居施設の設備及び運営に関する基準については、

この章に規定するもののほか、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の例によるものとす

る。」と定められているため、「千葉市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条

例」が定める設備及び運営に関する基準も満たしていなければならない。 

（４）当該施設を経営する者が、第６条第１項の規定による日常生活支援住居施設の認定の取消し又は社会福

祉法第７２条の規定による経営の停止を命ずる処分を受けてから５年を経過していない者でないこと。 

２ 都道府県知事（…指定都市…及び…中核市…においては、当該指定都市又は中核市の長をいう。以下同じ。）

は、法第３０条第１項ただし書の規定による認定を受けようとする施設が主として利用される地域において、

日常生活上の支援が必要な要保護者の分布状況その他の状況からみて認定の必要がないと認めるときは、当

該施設の認定をしないことができる。 

 

２ 通知 

（１）市長は、認定する決定を行ったときは、その旨を申請者に対し「日常生活支援住居施設認定通知

書」【様式２－１】により通知するとともに、関係福祉事務所等（県知事、中核市長、入所者に係

る保護の実施機関等をいう。以下同じ。）に対し「日常生活支援住居施設認定のお知らせ（関係機

関への周知）」【様式２－２】により通知する。 

（２）市長は、認定しない決定を行ったときは、その旨を申請者に対し「日常生活支援住居施設不認定

決定通知書」【様式２－３】により通知する。 
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２－３ 認定内容の変更、認定の辞退                        

１ 認定内容の変更 

（１）認定を受けた施設を経営する者は、「日常生活支援住居施設認定申請書」【様式１】により市に届

け出た記載事項に変更があったときは、１０日以内に「日常生活支援住居施設変更届」【様式５号】

を市長（保護課）に提出し、その旨を報告する。（省令第２条第３項） 

 （２）市長は、（１）の届出を受けたときは、必要に応じて、関係福祉事務所等に対し、変更がなされ

た旨を「日常生活支援住居施設の届出事項変更のお知らせ（関係機関への周知）」【様式６】により

通知する。 

２ 認定の辞退 

（１）認定を受けた施設を経営する者は、認定の辞退を行うときは、「日常生活支援住居施設認定辞退

届」【様式３】を市長（保護課）に提出する。（省令第５条第１項） 

※ この場合、当該施設を経営する者は、３月以上の予告期間を設けなければならない。 

 （２）市長は、（１）の届出を受けたときは、関係福祉事務所等に対し、その旨を通知する。（省令第５

条第２項） 

 

２－４ 認定の取消し等                               

（１）市長は、施設が省令第１項の要件を満たさなくなったと認め、認定の取消し又は認定の全部又は

一部の効力の停止等を行ったときは、「日常生活支援住居施設認定取消等通知書」【様式第４号】に

より当該住居施設に通知する。（省令第６条第１項） 

（２）市長は、（１）取消し等を行ったときは、当該施設に入所している被保護者の保護の実施機関に

その旨を通知する。（省令第６条第２項） 

 

■ 参考：日常生活支援住居施設の職員 

区分 資格 業務 配置基準 

管理者 〇 次のいずれかの者 

 ・ 社会福祉法第 19 条第 1 項各号（社会福

祉主事の要件）に該当する者 

・ 社会福祉事業等に２年以上従事した者 

・ 厚生労働省が定める施設長資格認定講

習会の課程を修了した者 

〇 施設事務を統括する。 〇 施設ごとに配置 

〇 専任でなければならない。 

〇 管理者は、無料低額宿泊所と

しての当該施設の施設長を兼ね

る。 

〇 当該施設の生活支援員及び生

活支援提供責任者を兼ねること

ができる。 

生活支

援提供

責任者 

〇 次のいずれかの者 

 ・ 社会福祉法第 19 条第 1 項各号（社会福

祉主事の要件）に該当する者 

・ 社会福祉事業及び生活困窮者自立支援法  

に基づく事業において入所者の相談その 

他の支援業務に従事した年数が５年以上 

の者（新規認定の場合は申請時点で現に当 

該施設において個別支援業務に従事して 

いる職員であって当該業務に従事した年 

数が２年以上の者） 

〇 個別支援計画を作成する。 

〇 入所に際し、その者の心身

状況、利用する福祉サービス

等の利用状況等を確認する。 

〇 入所者が自立した日常生

活・社会生活を営むことがで

きるか定期的に検討し、必要

な援助を行う。 

〇 他の職員に対する技術的指

導・助言を行う。 

〇 生活支援員の中から選任。 

〇 常勤・専任でなければならな

い。 

〇 次に掲げる員数を配置。 

 ① 定員 30人以下の場合 

  １人以上 

 ② 定員が 31人以上の場合  

・ 31人～60人 2人以上 

・ 61人～90人 3人以上 

・ 91人～120人 4人以上 

生活支

援員 

〇 できる限り、社会福祉法第 19 条第 1 項各

号（社会福祉主事の要件）に該当する者とす

るよう努める。  

 

〇 入所者に対する日常生活上

の支援（相談、援助及び個別支

援計画に基づく支援）を行う。 

〇 専ら食事の調理業務、施設の

清掃や修繕等の管理業務を行

う職員は含まれない。 

〇 定員を15で除して得た数以上 

〇 入所者の生活サイクルに応じ

て、１日の活動開始時刻から終

了時刻までを基本として、日常

生活支援の提供に必要な員数を

確保 
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３ 入所・委託に係る事務処理                      

入所等に係る事務処理は、「無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設における生活保護の適用につ

いて」（令和２年３月２７日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に基づいて、以下のとおり行う。 

 

３－１ フロー図                                  

１ 入所希望者が福祉事務所（社会援護課）に生活保護の相談・申請を行った場合（後記４の場合と異

なり直ちに入居対象者と判断できない場合） 

 利用者 福祉事務所 日常生活支援住居施設 

①生活保護の相談・

申請 

〇 〇 

ヒアリングによる状況把握 

 

②利用者の入所申込

み（臨時的入所） 

〇  

※ 本人の希望に基づいて日

常生活支援住居施設に電話

連絡の支援を行う場合も、４

の場合と異なり、委託対象者

として入居を依頼するわけ

ではない。 

  〇 

利用契約（施設と利用者） 

③委託可否相談  〇 委託可否相談 〇 

④-1 保護の必要性

の検討 

〇 〇 

各種調査⇒要否判定 

 

④-2 日常生活上の

支援の必要性の検

討 

 〇 

ケース診断会議等による検討 

 

⑤-1委託手続 

（委託する場合） 

      〇 委託依頼 

〇 

 〇  

受託の回答 〇 

⑤-2 委託しない回

答（委託しない場合） 

       〇委託しない回答 〇 

⑥個別支援計画 

（６か月に１回以上

で見直し） 

 〇 

       〇 同意 

策定・協議 〇 

 〇 

 

⑦保護費、委託事務

費、利用料（毎月） 

 

〇 

     〇 利用料 

    〇 

保護費 〇 委託事務費 

委託事務費請求〇 

 〇 

 〇 

   ※ 臨時的入所期間（②～④）も、令和２年３月２７日付け区に通知「生活保護の適用について」第３、２の「緊

急的・臨時的な居所の確保等」に基づき、委託事務費の算定対象となる（委託に至らなかった場合も同様）。 

 

２ 入所希望者が日常生活支援住居施設に直接入所の申込みを行った場合 

 利用者 福祉事務所 日常生活支援住居施設 

①利用者の入所申込

み（臨時的入所） 

〇 

 

 

 

〇 

利用契約（施設と利用者） 

②生活保護の相談・

申請 

〇 〇 

ヒアリングによる状況把握 

 

③委託可否相談  〇 委託可否相談 〇 

※ 以下、上記１と同じ 

※ 臨時的入所期間も、令和２年３月２７日付け区に通知「生活保護の適用について」第３、２の「緊急的・臨時 

的な居所の確保等」に基づき、委託事務費の算定対象となる（委託に至らなかった場合も同様）。  
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３ もともと他の無料低額宿泊所に入所していた被保護者が日常生活支援住居施設に移り住むことを

希望している場合 

 利用者 福祉事務所 日常生活支援住居施設 

①利用者の入所相談 

（別の無料低額宿泊

所に入所したまま） 

〇  〇 

②委託可否相談  〇 委託可否相談 〇 

③日常生活上の支援

の必要性の検討 

 〇 

ケース診断会議等による検討 

 

④-1委託手続 

（委託する場合） 

      〇 委託依頼 

〇 

 〇  

受託の回答 〇 

④-2 委託しない回

答（委託しない場合） 

       〇委託しない回答 〇 

⑤利用者の入所申込

みと転居 

〇 

 

 

 

〇 

利用契約（施設と利用者） 

※ 以下、上記１と同じ 

※ 別の無料低額宿泊所にいながら（転居せずに）手続を進めているので、臨時的入所期間は存在しない。 

 

 

４ 福祉事務所（社会援護課）がはじめから委託対象者と考えて日常生活支援住居施設への入居を依

頼する場合 

   はじめから委託の対象者として入所することとなるため、直ちに「委託依頼」の手続を行う。 

    

※ なお、入所希望者が社会援護課に生活保護の相談・申請を行ってきた場合において、社会援護課が直ちに委託

対象者として判断できない状況の中で本人の希望に基づいて日常生活支援住居施設に電話連絡をする場合は、前

記１のフローにより対応する。 
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３－２ 入所・委託に係る事務処理                          

１ 日常生活支援住居施設と無料低額宿泊所の違い 

無料低額宿泊所も日常生活支援住居施設ともに、直ちに単独では居宅生活を送ることが困難な者

が利用する施設であるが、それぞれの設置目的は次のとおりである。 

無料低額宿泊所 日常生活支援住居施設 

無料低額宿泊所は、生計困難者のために、無料又は

低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その

他の施設を利用させる事業を行う施設として、主に、

ホームレスなど現に安定した居所が確保されていな

い者であって、直ちに居宅での生活を送ることが困難

な者が、居宅生活へ移行するまでの間の居所の場とし

て利用されるものである。 

無料低額宿泊所においては、居室等の提供にあわせ

て、入居者の希望等に応じて、食事の提供など日常生

活上の便宜を供与するとともに、必要な状況把握を行

うことにより、地域において自立した日常生活又は社

会生活を営むことができるようにするものである。 

日常生活支援住居施設については、無料低額宿泊所の

うち、被保護者に対する日常生活上の支援を行う施設と

して、その支援の実施に必要な人員を配置するなど一定

の要件を満たす施設である。日常生活支援住居施設は、

日常生活又は社会生活を送る上で何らかの課題を有し、

単独では居宅での生活が困難な状態である者を入所さ

せ、その生活課題に関する相談、入所者の状況に応じた

家事等に関する支援、服薬等の健康管理支援、日常生活

における金銭管理の支援、社会との交流その他の支援及

び関係機関との連携調整を行うことにより、その者の状

態に応じた自立した日常生活及び社会生活を営むことが

できるよう利用されるものである。 

※ 提供される支援の違いは、本手引末尾の【別添１】「無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施

設における支援」を参照。 

 

■ 省令 

（対象者） 

第７条 法第３０条第１項ただし書の規定に基づき、日常生活支援住居施設に入所させ、又は入所を委託す

る被保護者は、保護の実施機関が、その者の心身の状況及び生活歴、その者が自立した日常生活及び社会

生活を営むために解決すべき課題、活用可能な他の社会資源、その者とその家族との関係等を踏まえ、日

常生活支援住居施設において支援を行うことが必要と総合的に判断する者であって、入所を希望している

ものとする。 

（支援の内容） 

第８条 日常生活支援住居施設は、その入所者に対し、生活課題に関する相談に応じ、必要に応じて食事の

提供等の日常生活を営むために必要な便宜を供与するとともに、入所者がその能力に応じて自立した日常

生活及び社会生活を営むことができるよう、第１５条第１項に規定する個別支援計画に基づき、家事等に

関する支援、服薬管理等の健康管理の支援、日常生活に係る金銭の管理の支援、社会との交流の促進その

他の支援及び関係機関との連絡調整を行うものとする。 

■ 省令で定める要件等について 

  第１  

  ８ 日常生活支援住居施設の入所対象者（第７条関係） 

（１）日常生活支援住居施設の入所対象者は、保護の実施機関が、その者の心身の状況等を踏まえ日常生

活支援住居施設において支援を行うことが必要と総合的に判断する者としており、保護の実施機関か

らの依頼等を通じて入所する被保護者については、支援委託の対象者として入所するものであること。 

（２）また、入所を希望する要保護者から日常生活支援住居施設に対して直接入所の申込があった場合に

は、保護の実施機関において入所対象となるかの判断を行うため、施設は、当該要保護者に対して保

護の実施責任を有する保護の実施機関へ相談等を行うよう助言するとともに、保護の実施機関への連

絡調整等の支援を行うこととすること。 

９ 日常生活支援住居施設の支援内容（第８条関係） 

日常生活支援住居施設において行う支援について、入所者との契約に基づき食事の提供等の日常生活

上の便宜を供与するほか、入所者それぞれの課題等に応じた個別支援計画を作成し、当該個別支援計画

に基づいて必要な支援を行うこと。 

個々の入所者に対して、どのような支援を提供するかについては、それぞれの入所者の状況に応じて

定めるものであるため、列挙した支援内容を一律に提供する必要があるものではないこと。 
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２ 新規相談申請から日常生活支援住居施設における保護の適用までの基本的流れ 

（１）保護の相談・申請における対応 

日常生活を営む上での基本的な項目について一定の課題があり、安定した日常生活を営むため

に次のような支援を必要とする場合は、必要な日常生活上の支援等に関して、本人の意向や希望を

聴取した上で日常生活支援住居施設の利用を検討する。 

    ① 日常生活上の課題に関する日々の助言や相談等の支援 

② 家事等に関する支援 

③ 服薬等の健康管理支援 

④ 金銭管理の支援 

⑤ 社会との交流その他の支援 

⑥ 関係機関との連携調整  など 

  

（２）日常生活支援住居施設の利用の可否の検討 

日常生活支援住居施設の利用に係る方針決定に当たっては、ケース診断会議に諮るなど、管理職

を含めて組織的に検討（単にケース記録による決裁を行うことは不可）を行う。 

※ この検討にあたっては、本手引末尾の「本人の状態像の例」【別添２】を参照のこと。 

※ 本人の状態を把握するため、社会援護課は、あらかじめ施設から「日常生活支援の委託の可否について（相 

談）」【様式８－１】（必ずしもこの様式による必要はない）によって検討のための基礎資料（個別支援計画（案） 

等）の提出を受けるとともに、必要に応じ面談により調査する。 

 

（３）検討中の臨時的な入所 

  ア 住居のない者から福祉事務所に相談があり、その者から日常生活支援住居施設の利用希望が

あった場合、又は、施設に対し直接利用希望があった場合は、緊急的・臨時的な居所の確保を行

う必要がある。 

イ 日常生活支援住居施設の制度においては、入所対象者は「日常生活支援が必要と福祉事務所が

判断した者」と定められているため、施設は、アの利用希望者を入所させた場合は、「日常生活

支援の委託の可否について（相談）」【様式８－１】により、社会援護課にその入所の可否につい

て事前に相談し、福祉事務所に入所の可否の検討を促す必要がある。 

ウ イの相談を受けた社会援護課は、同施設への入所の可否を検討する（検討の方法は、上記（２）

と同様）。 

しかしながら、本人の状況を十分把握していない中で直ちに判断を行うのは困難であるため、

社会援護課における同施設への入所の可否の検討に要する期間中（おおむね１か月以内を目安

とする）は、臨時的・緊急的な日常生活支援住居施設への入所ということになる。 

このように臨時的・緊急的に日常生活支援住居施設を利用している期間は、委託依頼を必要と

する期間（委託期間）にはならないが、委託事務費の算定対象期間となる（令和２年３月２７日

付厚生労働省社会・援護局保護課長通知「無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設における生

活保護の適用について（社援発０３２７第１号）」第３の２及び３）。 

※ 「臨時的・緊急的に日常生活支援住居施設を利用している期間」とは、当該利用者が施設に入所した日か

ら福祉事務所が施設の利用を「可」又は「不可」と決定し、その旨の回答を後記（５）により施設が受けた

日までをいう。 
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（４）日常生活支援住居施設への委託 

ア 日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所のうち一定の要件を満たすもの（無料低額宿泊所の

一類型）であり、その居室等の利用や、食事提供等のサービスの利用については、無料低額宿泊

所と同様に、入所者と施設との契約に基づいて利用される。 

イ その上で、日常生活支援住居施設については、日常生活上の支援が必要な者への支援を市が施

設に委託するものであることから、社会援護課においては、日常生活支援住居施設の利用を可と

判断したときは、以下のとおり施設との間で日常生活上の支援の委託手続を行う。 

   ① 市長（社会援護課）は、生活保護法第３０条第１項の規定により、日常生活支援住居施設に

被保護者の日常生活上の支援を委託するときは、その施設の管理者に対して、「日常生活支援

の委託について（依頼）」【様式７－１】により依頼する。 

② 依頼を受けた日常生活支援住居施設の管理者は、市長（社会援護課）に対して「日常生活支

援の委託について（回答）」【様式７－２】により当該委託依頼に関する受託の可否について回

答する。 

 

（５）検討の結果、日常生活支援住居施設の利用を「不可」（委託しない）と判断した場合の対応 

社会援護課は、施設から（３）イの相談を受けて検討を行った結果、日常生活支援住居施設の利

用を「不可」（委託しない）と判断したときは、「日常生活支援の委託をしないことについて（相談

に対する回答）」【様式８－２】によりその旨を施設に回答する。 

※ 施設は、「日常生活支援の委託をしないことについて（相談に対する回答）」【様式８－２】の回答を受け

たときは、臨時的入所であったとはいえ入所希望者との間で利用契約を締結しているため、契約期間中に

施設の側から契約を解除することはできない点に留意する必要がある。 

※ 委託対象にならない場合、施設は、居宅への移行支援や、連携する無料低額宿泊所への入居支援を行うこ

ととなる（当該施設での入居を続けても構わないが、その場合は施設と利用者が、委託費が出ないことを承

知した上で無料低額宿泊所として利用する契約を締結することが必要である。）。なお、無料低額宿泊所と

日常生活支援住居施設は別の施設とされているため、両施設間で部屋を移動する場合は、たとえ両施設が

同一の建物であっても改めて契約を締結し直す必要がある。 

  ※ 委託対象とならない入所者であれば、臨時的・緊急的に施設を利用している期間が経過した後は、委託事

務費の対象とはならない。ただし、当該入所者について新たな居住先を確保する必要がある場合は、委託不

要と判断した日をもって直ちに委託終了とするのではなく、施設と委託終了日を協議したうえ、「日常生活

支援の委託の終了について（通知）【様式７－３】」により、委託を終了する旨を施設に通知する。 

 

（６）委託の終了 

   利用者の失踪や症状の改善等に伴い、福祉事務所が、利用者の委託が不要となったと判断できる

場合は、委託の終了について施設と協議のうえ、「日常生活支援の委託の終了について（通知）【様

式７－３】」により、委託を終了する旨を施設に通知する。 
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３－３ 入所中の支援                                

１ 個別支援計画の策定等 

（１）日常生活支援住居施設（生活支援提供責任者）は、入所者毎に「個別支援計画」【様式１３】を作

成し、当該計画に基づいて必要な支援を行わなければならない。 

※ 個別支援計画作成の完了時点は、原則として、個別支援計画の内容について文書により入所者の同意を得た

ときであるが、入所者が認知症により理解をすることが困難であるなど、同意を得るように努めたにもかかわ

らず、当該入所者の同意が得られないやむを得ない事情がある場合には、生活支援提供責任者が入所者に個別

支援計画の内容を説明したときをもって、個別支援計画の作成が完了したとみなしてよい。ただし、この場合、

ケース記録等に説明時の状況を記録しておくこと。 

（２）施設（生活支援提供責任者）は、計画の作成・変更に当たってはその内容について福祉事務所（社

会援護課）と本人の同意を得なければならず、また、作成後は福祉事務所（社会援護課）に提出する

とともに本人に交付しなければならない。 

※ 福祉事務所の同意は、ケース記録に「個別支援計画を受領し、その内容について同意する。」旨を記載して

決裁を受けることにより行う。同意を行うかどうかの判断を行う際は、本手引末尾の【別添３】「個別支援計

画の同意の際の留意点」を参照。 

（３）施設（生活支援提供責任者）は、個別支援計画について、少なくとも６か月に１回以上見直しの検

討を行い、必要に応じ変更しなければならない。 

※ ケースワーカーは、援助方針の見直しの際に施設における個別支援計画の見直しの状況を確認し、必要に応 

じ、その計画の内容を援助方針に反映させる必要がある。 

※ 個別支援計画を変更する際も、福祉事務所と本人の同意と、福祉事務所への提出と本人への交付が必要。 

※ 施設は、変更に至らなかった場合も、見直しの検討を行った記録を残しておかなければならない（この点に 

ついては保護課と監査指導室による立入調査の際に確認する。） 

（４）福祉事務所（社会援護課）は、被保護者の個別支援計画の作成が適切に行われていないと認めた

ときは、保護課に連絡する。 ⇒ 保護課から施設に指導を行う必要があるため。 

※ 個別支援計画の作成が適正に行われていない場合の例として、次の内容が挙げられる。 

① 個別支援計画（原案）について実施機関と協議を行っていない、又は同意を得るように努めていない。 

② 個別支援計画の内容について、入所者に説明していない、又は入所者の同意を得るように努めていない。 

③ ６月に１回以上、個別支援計画の見直しを行っていない。 

④ 個別支援計画が保管されていない。 

⑤ 生活支援提供責任者の要件を満たしていない者が個別支援計画を作成している。 
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■ 省令 
（個別支援計画の作成等） 

第１５条 日常生活支援住居施設を経営する者は、生活支援提供責任者に日常生活支援に係る個別支援計画（以下「個
別支援計画」という。）を作成させなければならない。 

２ 生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その心身の状
況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて入所者の希望する生活や課題等の把握（以下この
条において「アセスメント」という。）を行い、入所者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるように
支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ 生活支援提供責任者は、入所者に面接してアセスメントを行わなければならない。この場合において、生活支援提
供責任者は、面接の趣旨を入所者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

４ 生活支援提供責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所者の生活に対する意向、総合的な支
援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、日常生活及び社会生活上の支援の目標並びにその達成時期並びに
日常生活及び社会生活上の支援を提供する上での留意事項等を記載した個別支援計画の原案を作成しなければなら
ない。この場合において、当該日常生活支援住居施設が提供する日常生活及び社会生活上の支援以外の保健医療サー
ビス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

５ 生活支援提供責任者は、必要に応じて、担当者会議（生活支援提供責任者が個別支援計画の作成のために当該個別
支援計画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。第１８条において同じ。）の開催
等により、当該個別支援計画の原案の内容について説明を行うとともに、当該担当者から、専門的な見地からの意見
を求めることができる。 

６ 生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たり、その内容について、あらかじめ、当該個別支援計画に係る
被保護者の保護の実施機関に協議し、同意を得なければならない。 

７ 生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成に当たり、その内容について入所者に対して説明し、文書により入所
者の同意を得なければならない。 

８ 生活支援提供責任者は、個別支援計画を作成した際には、当該個別支援計画を入所者に交付しなければならない。 
９ 生活支援提供責任者は、個別支援計画を作成した際には、その写しを当該個別支援計画に係る被保護者の保護の
実施機関に対し遅滞なく提出しなければならない。 

１０ 生活支援提供責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握（入所者についての継続的なア
セスメントを含む。次項において「モニタリング」という。）を行うとともに、少なくとも６月に１回以上、個別支
援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画の変更を行うものとする。 

１１ 生活支援提供責任者は、モニタリングに当たっては、定期的に入所者に面接するとともに、モニタリングの結果
を記録しなければならない。 

１２ 第２項から第９項までの規定は、第１０項に規定する個別支援計画の変更について準用する。 ⇒ 変更にも
同意が必要 

 

２ 居宅移行に向けた支援 

日常生活支援住居施設の入居者は支援が必要な者であるが、国は、その支援については「可能な限り

居宅生活への復帰を念頭において行う」とした上で、契約期間も無料低額宿泊所と同様に１年以内に限

定し、契約期間終了前に継続利用の必要性を検討するとしている。このため、居宅生活への移行が可能

な入居者に対しては、無料低額宿泊所と同様に居宅移行に向けた支援を行わなければならない。 
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４ 委託事務費の算定と請求・支払                    

委託事務費の算定と請求・支払に係る事務処理は、国の次の通知に基づいて行う。 

① 「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」（令和２年４月２日付

け厚生労働事務次官通知）⇒以下「支弁基準」という。 

② 「日常生活支援住居施設の認定及び日常生活支援委託事務費の取扱いについて」（令和２年４月

３日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知）⇒以下「委託事務費の取扱いについて」という。 

 

４－１ 委託事務費のしくみ                             

１ 委託事務費のしくみ 

（１）請求・支払 

日常生活支援住居施設の委託事務費は、施設が月ごとに算定して市に請求し（翌月１０日まで）、

市が確認した上で施設に支払う。 

（２）基本的な算定 

  ア 委託事務費の月額は、入所者１人当たりの委託事務費の月額を合計した額となる。 

イ 入所者１人当たりの委託事務費の月額は、以下のように算定される。 

   ① 入所者１人当たりの日額単価（支弁基準では「一般事務費単価」と呼称している。）は、施設

の入所定員に応じて定められる。 ⇒ 保護課が算定し福祉事務所に通知 

※ 「支弁基準」別表（３）の１５／１００の欄 

※ 例 ３０人定員の場合の単価 ⇒６７０円／日 

   ② ①の入所者１人当たりの日額単価に、利用者の月の実入所日数を乗じて得た額を合計した額

が、当該利用者に係る入所者１人当たりの委託事務費の月額となる。 

     ※ 例 ６７０円×３１日＝２０，７７０円／月 

（３）加算  ⇒ 保護課が算定し福祉事務所に通知 

ア 以下の要件に合致する場合（重点的要支援者を入所させ、かつ、手厚い支援体制又は宿直の配置

を行っている場合）は、入所者１人当たりの日額単価が加算される（支弁基準では加算された日額

単価を「日常生活支援委託事務費支弁基準額」と呼称している。）。 

区分 要件 加算される単価 

１ 支援体

制加算 

① 生活支援員の員数が常勤換算方法で入所定員

を１０で除して得た数以上である。 

② 重点的要支援者に該当する入所者が全入所者

の２５％以上である。 

「支弁基準」別表（４）の１の表の１５／１

００の欄に定められた額  

⇒２７０円（令和２年） 

２ ① 生活支援員の員数が常勤換算方法で入所定員

を７．５で除して得た数以上である。 

② 重点的要支援者に該当する入所者が全入所者

の５０％以上である。 

「支弁基準」別表（４）の２の表の１５／１

００の欄に定められた額  

⇒５５０円（令和２年） 

３  ① 生活支援員の員数が常勤換算方法で入所定員

を５で除して得た数以上である。 

② 重点的要支援者に該当する入所者が全入所者

の５０％以上である。 

「支弁基準」別表（４）の３の表の１５／１

００の欄に定められた額  

⇒１，１００円（令和２年） 

４ 宿直体

制加算 

① 宿直勤務を行う職員を配置している。 

② 重点的要支援者に該当する入所者が全入所者

の５０％以上である。 

「支弁基準」別表（４）の４の表の１５／１

００の欄に定められた額  

⇒３０人定員の場合１６０円（令和２年） 
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  イ アの表中の「重点的要支援者」は、以下のとおり（「委託事務費の取扱いについて」第１、２（２））。 

（１）介護保険法の要支援者又は要介護者 

（２）障害者（以下のいずれかに該当する者に限る。） 

ア 身体障害者手帳の交付を受けている者（身体障害者障害程度等級表の１級、２級又は３級に該当する障 

害がある者に限る。） 

イ 療育手帳の交付を受けている者 

ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

（３）精神科病院から退院した者（入所時において、退院から３年を経過していない者に限る。） 

（４）精神疾患により継続的に通院している者（自立支援医療費の支給認定を受けている者に限る。） 

（５）刑余者（入所時において、矯正施設若しくは更生保護施設の退所等から３年を経過していない者に限る。） 

（６）その他これらと同等の支援が必要な者として保護の実施機関が認めた者 

   ※ 認定時に「重点的要支援者」と判断したが後日に判断と異なる事実が判明した場合でも年度途中の再算定は行

わない。ただし、事業者が入所者に虚偽の申告を行わせるなど、不正が認められる場合には事業者に委託事務費

の返還を求めるなどの対応が必要。 

（４）減算 

以下の場合（１「職員配置に人員欠如が発生した場合」又は２「個別支援計画の策定が適切に行わ

れていない場合」）は、入所者１人当たりの日額単価が減算される（「支弁基準」５（２）及び「委託

事務費の取扱いについて」第２の３）。 

区分 減算される場合 減算の方法 

１ 

人員欠如の減

算 

 

⇒保護課が把

握し福祉事

務所に通知 

日常生活支援住居施設の職員配置に人員欠如が生じ、省

令が定める次の人員配置要件を満たさなくなった場合 

① 省令第１０条  

ア 入所定員を１５で除して得た数以上の生活支援員

を配置しなければならない。 

 イ 生活支援員のうち次の人数は生活支援提供責任者

としなければならない。 

・ 入所定員３０人以下の場合は１人以上 

・ 入所定員３０人を超える場合は、１に、３０又は 

その端数を増すごとに１を加えて得た人数 

② 省令第１１条 

  施設に専任の管理者（生活支援員及び生活支援提供責

任者を兼ねることができる。）を置かなければならない。 

③ 省令第１２条 

 ・ 管理者は、社会福祉法第１９条第１項各号のいずれ

かに該当する者、社会福祉事業等に２年以上従事した

者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められ

る者でなければならない。 

・ 生活支援提供責任者は、社会福祉法第１９条第１項

各号のいずれかに該当する者又はこれらと同等以上

の能力を有すると認められる者でなければならな

い。 

■ 減算率 

全ての入所者の１人当たりの日額

単価について、７０％（１０円未満切

り捨て）で算定。 

  減算を開始してから継続して４月

目以降の単価は、５０％で算定。 

■ 減算の開始月と終了月 

  人員の欠如が生じた日の属する月

の翌月から人員の欠如が解消した日

の属する月（解消した日が月の初日で

あるときはその前月）まで適用する。 

 

２ 

不適切な個別

支援計画の減

算 

 

⇒社会援護課

と保護課が

連携して把

握 

個別支援計画の策定が適切に行われていない場合 

（例） 

① 個別支援計画（原案）について実施機関と協議を行

っていない、又は同意を得るように努めていない。 

② 個別支援計画の内容について、入所者に説明して

いない、又は入所者の同意を得るように努めていな

い。 

③ ６月に１回以上、個別支援計画の見直しを行って

いない。 

④ 個別支援計画が保管されていない。 

■ 減算率 

個別支援計画の策定が適切に行わ

れていない入所者の１人当たりの日

額単価について、単価を７０％（１０

円未満切り捨て）で算定。 

減算開始から継続して４月目以降

の単価は５０％で算定。 

■ 減算の開始月と終了月 

その事実が生じた月から当該状態

が解消されるに至った月の前月まで
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⑤ 生活支援提供責任者の要件を満たしていない者が

個別支援計画を作成している。 

※ 計画が作成されていない場合、計画が長期間変更され

ていない場合、記載内容が不十分（本人の状態に基づい

た適切な課題・目標の記載、具体的な支援方法の記載が

ない等）である場合などは保護課に相談 ⇒ 保護課に

おいて施設の調査 

 

適用する。 

※ 入所して初回の個別支援計画を

作成する場合に限り、入所日が属す

る月の翌月までは個別支援計画の作

成に時間を要するため、減算しない。 

   ※ 区分１と２の双方の減算が適用される場合は、それぞれの減算掛率を乗じた後に１０円未満を切り捨てる。 
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（５）入院した場合の実入所日数の算定（福祉事務所が把握する。） 

ア 日常生活支援住居施設に在籍したまま病院等に入院した場合、入院した当日又は退院した当日

は委託事務費を算定できる。 

イ 入院日又は退院日以外の入院期間は、入院後３月以内に退院することが明らかに見込まれる場

合であって退院後再び当該日常生活支援住居施設で円滑に生活することができる体制を確保して

いる場合に限り、１月に６日を限度に委託事務費（各加算も含む。）を算定できる。 

ウ 算定例は以下のとおり。 

例① 入院期間が ３月１日～３月１０日（１０日間）の場合 
   ３月１日 入院当日        委託事務費算定可 

    ３月２日～３月７日（６日間）   委託事務費算定可 
    ３月８日～３月９日        委託事務費算定不可 
    ３月１０日 退院当日       委託事務費算定可 
例② １回の入院期間が月をまたがる場合（３月２５日～４月１５日） 

  ３月２５日 入院当日       委託事務費算定可 
    ３月２６日～３月３１日（６日間） 委託事務費算定可 
    ４月１日～４月６日（６日間）   委託事務費算定可 
    ４月７日～４月１４日       委託事務費算定不可 
    ４月１５日 退院当日       委託事務費算定可 

  エ 入退院日の確認は、病院に対して行う。 

  オ 障害者グループホーム等の体験入所や介護保険の短期入所サービスを利用した場合、私用で外

泊した場合も入院した際と同様に取り扱う。 

※いずれも個別支援計画に位置づけて実施されるべきものであり、正当な理由なく私用の外泊が行われ、適切な支 

援が実施できない場合は、委託の終了を検討する。 

（６）単価変更や減算の開始月 

ア 施設の入所定員、加算要件等に変更があった場合における委託事務費（単価）の改定は、その事

実が生じた日の属する月の翌月（その事実が生じた日が月の初日であるときはその月）から行う。 

イ 不適切な個別支援計画による減算は、その事実が生じた月から行う。 

（７）一定以上の収入がある方の場合の委託事務費の算定（本人支払額の控除） 

ア 本人支払額のない場合（通常はこれ） 

入所者の収入充当額が最低生活費認定額以下の場合は、その者を被保護者と決定して、最低生活

費認定額と日常生活支援委託事務費との合算額から収入充当額を差し引いた額を保護費及び委託

事務費として決定する。 

⇒ 保護費（収入充当額分を控除したもの）は本人に支払い、委託事務費は施設に支払う。 

 

 

 

 

イ 本人支払額のある場合（稀に発生する可能性あり） 

（ア）入所者の収入充当額が最低生活費認定額を超過する場合であって、その超過額が日常生活支援

委託事務費に満たない場合は、その者を被保護者とみなして、最低生活費認定額と日常生活支援

委託事務費との合算額から収入充当額を差し引いた額を委託事務費として決定することとなる。 

⇒ 本人への保護費の支給はない。委託事務費は、本来の委託事務費から本人支払額（収入充当

額が最低生活費を超過して委託事務費に食い込んだ分）を控除したもののみを施設に支払う。 

 

保護費 

（最低生活費） 収入充当額 

委託事務費 
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※ 本人支払額について、国は「最低生活費認定額と日常生活支援委託事務費との合算額から収入充当額を差し引

いた額を保護費及び日常生活支援委託事務費として決定する」としている。 

医療扶助や介護扶助を実施していた場合、医療扶助・介護扶助及び委託事務費において、収入認定に伴う充当

順位が問題となるが、本市では日常生活支援住居施設委託事務費に優先して充当することとする。これは、医療

扶助や介護扶助は現物給付であり、本人に対する金銭給付が発生していないため、上記「最低生活費認定額」に

医療費や介護費は含まれていないと解するものである。また、医療扶助や介護扶助における本人支払額は、本市

の事務の運用上、医療機関等に通知するまで時間を要するため、現実的な事務処理方法として、委託事務費を優

先することとした。 

（イ）前記（ア）の図のように入所者の収入充当額が最低生活費認定額を超過する場合であって、その 

超過額が日常生活支援委託事務費に満たない場合は、被保護者とみなして保護決定を行い、ケース 

ワーカーがケースワークを担当することとなる点に留意する必要がある。 

※ なお、被保護者とみなして保護決定を行うとは、通常の新規開始ケースと同様の手続きであるが、この場合に

は、要否判定の際に当該入所者が入所する施設の１月分の委託事務費を加味して要否判定を行うこととなる。 

※ 参考 

生活保護法による保護の実施要領について（昭和３８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知）の一部

が改正され、以下のエ、キ及びクの規定が追加された（令和２年４月１日施行） 

第１０ 保護の決定 

 ２ 保護の要否及び程度の決定 

 （６）保護施設等の取扱い 

エ 日常生活支援住居施設 

日常生活支援住居施設に入所することを必要とする者の収入充当額が最低生活費認定額以下の場合 

又はその者の収入充当額が最低生活費認定額を超過する場合であって、その超過額が日常生活支援委 

託事務費に満たない場合は、その者を被保護者と決定し又は被保護者とみなして、最低生活費認定額 

と日常生活支援委託事務費との合算額から収入充当額を差し引いた額を保護費及び日常生活支援委託 

事務費として決定する。 

   キ エの場合の日常生活支援委託事務費は、当該月において入所している日数に応じて算定し、支出決定 

すること。なお、月の中途で入退所する者については、入退所の日を含めた入所日数に応じて算定す 

ること。 

ク エの場合において最低生活費認定額をこえる収入充当額があるため日常生活支援委託事務費の範囲 

内で生ずる本人支払額は、月を単位として算定すること。月の中途で入退所する者については、入退 

所の日を含めた入所日数に応じ日割り計算により算定すること。 

 

２ 算定におけるより詳細な留意点（保護課関係） 

（１）加算における「重点的要支援者の全入所者数に占める割合」の算定は、次の点に留意する必要が

ある。（「委託事務費の取扱いについて」第２の２（２）イ）。 

ア 前年度における入居者の在籍した月の延べ数を用いる（各施設の重点的要支援者の割合は、前

年度の実績に基づいて年度初めに保護課が調べて算定し、これを１年間使用する）。 

※ ただし、認定の初年度においては、申請時点で在籍している入居者数を算定に用いて差し支えない。 

（例）全入居者について、１２か月在籍した者が５名、６か月在籍した者が５名。うち、重点的要支援者に

該当する入居者について、１２か月在籍した者が３名、６か月間在籍した者が２名であった場合 

① 全入居者の在籍延べ月数 １２月×５名＋６月×５名＝延べ９０月  

② 重点的要支援者の在籍延べ月数 １２月×３名＋６月×２名＝延べ４８月 

重点的要支援者の割合 ②／① ＝ ５３％ 

  イ 在籍月数は月毎の入所日数によらず１とし、施設在籍のまま入院した場合も含めて算定する。 

保護費 

（最低生活費） 

委託事務費 
本来の委託事務費 

収入充当額 

本人支払額 
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（例）入居者がＡさん（４／３０入所１１／１退所）とＢさん（５／１０入所、翌年１／２６～３／１５は施

設在籍のまま入院、３／１５退所）の２名の場合 

（４月１名）＋（５～１１月の各月２名）＋（１２～翌年３月の各月１名）＝延べ１９月 

  ウ 年度途中の再算定は原則として行わない。  

（２）宿直体制加算の算定の際は、次の点に留意する必要がある。（「委託事務費の取扱いについて」第

２の２（３））。 

ア 重点的要支援者の全入所者数に占める割合が５０％以上で、夜間及び深夜の時間帯（各事業所

において入所者の生活サイクルに応じて、１日の活動終了時刻から開始時刻（午後１０時から翌

日の午前５時までは最低限含まなければならない。）を基本として設定する。）を通じて宿直勤務

を行う職員が１人以上配置されている場合に算定する。 

イ 夜間及び深夜の時間帯における宿直職員の勤務時間については、生活支援員の常勤換算の算定

時間に含めることはできず、宿直体制加算の対象となる職員として算定する。 

ウ 定員が３１人以上の施設において、宿直職員を配置する場合は、以下の算定式により算定し、

設定する。 

 ① 宿直職員が２名の場合 

当該施設の入所定員を宿直職員数で除した数を、支弁基準別表（４）の４の「入所定員」と

みなして該当する単価を算定する。 

（例）入所定員４０人で宿直職員が２名の場合 

４０人÷２名＝入所定員２０名として、２０／１００の地域であれば、２６０円を算定 

② 宿直職員が１人の場合 

支弁基準別表（４）の４の入所定員１０人以下の単価に１０を乗じて得た額を、当該施設の

定員数で除した額を単価として設定する。（１０円未満は切捨て） 

（例） 入所定員３５人で宿直職員が１名の場合 

２０／１００の地域の場合、１０人以下の単価 ５１０円×１０人÷３５人 

 

（３）施設の職員配置数（入居者１５人に対し生活支援員１人以上）を算定する際に用いられる「常勤

換算方法」とは、以下のとおり算定するものである点に留意する必要がある。 

  ア 「常勤換算方法」とは 

  （ア）常勤換算方法とは、「日常生活支援住居施設の生活支援員の勤務延べ時間数を、当該日常生

活支援住居施設において常勤の生活支援員が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が

32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）で除することにより、日常生活支援住居施設

の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法である。 

（イ）この場合の勤務延べ時間数は、当該日常生活支援住居施設の生活支援員として従事する職員

の勤務時間の延べ数となる。 

（例）定員が２０名の施設において、当該施設の常勤職員の勤務時間が１週間４０時間である場合 

当該施設における生活支援員の勤務延べ時間数を、１週間の間に、４０時間×（２０÷１５）人＝  

５３．３…時間以上確保する必要がある。 

※ この場合、当該施設において必要な常勤換算職員の必要数は、２０÷１５（又は５３．３…÷ 

４０）の１．３３…人となる。 

（ウ）「勤務延べ時間数」は、勤務表上、生活支援員の業務に従事する時間として明確に位置付けら

れている時間とする。なお、生活支援員１人につき、勤務延べ時間数に算入することができる

時間数は、当該日常生活支援住居施設において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限と

し、超過勤務時間については算定できない。 

    ※ 管理者及び生活支援提供責任者については、常勤換算に計上しない。 
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    ※ 同一の従業者が他施設の従業者を兼務している場合、それぞれの施設に勤務する時間数を計上し（人員

基準上は「非常勤」となる。）、また、施設間を移動する移動時間を時間数に計上することはできない。 

  （エ）なお、施設に住み込み等で勤務する職員について、労働基準監督署に届出をして断続的労働

に従事する者として許可を得ている場合には、当該職員の勤務時間については、生活支援員の

勤務時間として算定できない。 

（オ）「常勤」とは、日常生活支援住居施設における勤務時間が、事業者等において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32

時間を基本とする。）に達していることをいう。 

（例） 

・ 雇用契約上、正職員契約であっても週２０時間の勤務が契約条件の場合は、人員基準上は「非常勤」

となる。 

 ・ 雇用契約上、非正規職員契約（１年間の期限付き契約等）であっても、週４０時間の勤務が契約条件

（施設で定める勤務時間数が４０時間とする。）の場合、人員基準上は「常勤」となる。 

イ 計算方法について 

（ア）生活支援員の勤務時間数の計算に当たっては、１か月（４週間）を基本として計算する。 

（計算例） 

常勤者の勤務すべき時間数が週 40時間・4週 160時間の場合 

４週１２８時間の非常勤者Ａ＋４週９６時間の非常勤者Ｂの常勤換算数 

   （１２８＋９６）÷１６０＝１．４ 

  （イ）生活支援員１人につき、勤務延べ時間数に算入することができる時間数は、当該日常生活支援

住居施設において常勤の生活支援員が勤務すべき時間数を上限とする。 

（計算例） 

常勤者が勤務すべき時間数が週 32時間・４週 128時間の場合 

 ４週 160 時間の常勤者Ａ＋４週 96時間の非常勤者Ｂ＋４週 32時間の非常勤者Ｃの常勤換算数 

   （１２８＋９６＋３２）÷１２８＝２ 

  （ウ）非常勤の生活支援員の休暇・出張（ここで言う出張は、社内研修などによる出張のことを指し、

利用者の病院への付添いなど、利用者の支援に係る業務としての出張時間は除く。）の時間は、

常勤換算方法における勤務延時間数に含めることはできない。 

     一方、常勤の生活支援員については、勤務時間数に含めることができるが、休暇・出張の期間

が１月を超える場合は、常勤の生活支援員であっても勤務延時間数に含めることができない。 

  （エ）常勤の生活支援員については、常勤換算方法の計算上、「１」として計算することも可能であ

る。ただし、育児・介護休業法第２３条第１項に規定する所定の労働時間の短縮措置が講じられ

ている者で、週３０時間勤務の常勤の生活支援員については、週３２時間に達していないため、

「１」として計算することはできない。 

（計算例） 

常勤者が勤務すべき時間数が週 40時間・４週 160時間の場合 

例１）４週 152時間の常勤者Ａ＋４週 168時間の常勤者Ｂの常勤換算数 

   １＋１＝２ 

   ※シフトの関係上、４週の勤務表だと、たまたまその月にずれが生じる（Ａが 160時間を下回り、

Ｂが 160時間を上回る。）場合の限定的な取扱いである。毎月、Ａの勤務時間数を 152時間、Ｂの

勤務時間数を 168時間と固定的に設定することは不適切な取扱いとなる。（Ａは、常勤扱いにはな

らず「非常勤」となり、Ｂは労働基準法に違反する可能性があるため。） 

例２）４週 160時間の常勤者Ａ＋４週 120時間の常勤者Ｂ（１週 30時間の常勤者）＋４週 24時間の非常

勤者Ｃの常勤換算数 

   １＋（１２０＋２４）÷１６＝１．９ 
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４－２ 請求・支払手続                              

１ 単価の設定のための施設が行う申請・届出（保護課関係） 

単価の設定は保護課が行うため、施設は、申請・届出等を行うことにより、単価の設定のために必要

な情報（職員体制、加算要件等）を保護課に伝えなければならない。 

（１）加算の認定申請 

日常生活支援住居施設を経営する者のうち、施設を加算（支援体制加算又は宿直体制加算）の対

象としようとする者は、毎年度、「日常生活支援委託事務費に係る支援体制加算宿直体制加算対象

施設の認定について」【様式９】により、生活支援員の勤務体制や重点的要支援者の入所実績など

加算の算定要件を満たすことの申告及び加算の認定の申請を市長（保護課）に行う。 

（２）変更の届出 

日常生活支援住居施設を経営する者は、次の場合は、速やかに「日常生活支援委託事務費に係る

支援体制加算宿直体制加算対象施設の認定について」【様式９】により市長（保護課）に届け出る

（改めて申請する）。 

  ア 施設の取扱定員に変更があった場合 

イ 施設が加算（支援体制加算又は宿直体制加算）の算定要件を満たさなくなった場合（一時的に

満たさず減算で対応することとなる場合を除く。） 

（３）減算の届出 

   日常生活支援住居施設を経営する者は、施設の職員配置に人員欠如が生じた場合は、速やかに

「日常生活支援住居施設変更届」【様式５】により市長（保護課）に届け出る。 

（４）職員配置状況の報告 

   日常生活支援住居施設は、毎月、施設の職員配置の状況を保護課に報告する。 

 

２ 単価の設定 

（１）単価の設定 

市長（保護課）は、１（１）～（３）の申請（又は届出）を受けたときは、支弁基準５の規定に基

づいて審査を行い、当該施設に係る委託事務費の単価（加算分を含む。）を設定し、「日常生活支援委

託事務費支弁基準額設定通知書」【様式１０－１】により申請者に通知するとともに、その旨を「日

常生活支援委託事務費支弁基準額のお知らせ（関係機関への周知）」【様式１０－２】により関係福祉

事務所等（県知事、中核市長、入所者に係る保護の実施機関等をいう。以下同じ。）に通知する。 

（２）単価の変更 

ア 市長（保護課）は、施設の取扱定員、施設の加算要件等に変更があって単価を変更する場合

は、その変更があった日の属する月の翌月（当該日が月の初日であるときはその月）から単価を

変更する。 

イ 市長（保護課）は、減算によって単価を変更する場合は、以下のとおり単価を変更する。 

（ア）職員配置に人員欠如が生じた場合の減算 

     人員の欠如が生じた日の属する月の翌月から人員の欠如が解消した日の属する月（解消した

日が月の初日であるときはその前月）まで単価を変更する。 

（イ）個別支援計画の作成が適切に行われていない場合の減算 

     その事実が生じた月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで単価を変更する。 
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（３）単価の変更の通知 

市長（保護課）は、上記（２）ア及びイ（ア）により単価を変更する場合は、（１）と同様に関

係福祉事務所等に通知する。 

 

３ 施設からの請求 

（１）日常生活支援住居施設は、委託事務費の請求をしようとするときは、原則として当該月の翌月１０

日（１０日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は次の平日）までに、「日常生活支援委託事務費請求額

通知書」【様式１１】（「委託入所者一覧表」を添付）をそれぞれの保護の実施機関に提出する。 

※ 同通知書を作成する際は、【エクセルシート】「委任事務費請求額通知書作成シート（施設

用）」があるため、活用されたい。 

（２）単価変更や減算に伴い、既に委託事務費を受領した月の請求額を増額又は減額する必要が生じた場

合は、原則として、当該年度分については、その後に行う毎月の請求の際に金額を調整して請求を行

う。その際、「日常生活支援委託事務費請求額通知書」【様式１１】の添付資料である委託入所者一覧

表のほかに変更前後の金額の内訳がわかる書類を添付する。 

ただし、前年度に属する月の請求額に減額が生じる場合は、年度を超えるため市においてその後の

毎月の請求の際に調整することができないことから、社会援護課から送付される納付書により別途

納付することとなる。また、前年度に属する月の請求額に錯誤による誤り等が判明して請求額を増額

する必要が生じた場合は、増額となった額の請求を別途提出する。その際、変更前後の金額の内訳が

わかる書類や、必要に応じて経緯がわかる書類を添付する。 

 

４ 施設への支払（社会援護課） 

（１）施設から委託事務費の請求を受けた社会援護課は、以下の方法で委託事務費を施設に支払う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 支払までの流れ － 

 

① 施設から請求書及び添付書類、提出。 

※ 毎月１０日までに施設から請求書が提出される。 

⇩ 
② ＣＷ、請求書及び添付書類の内容について、入所実績等を確認。

（委託事務費確認シート（福祉事務所用）【様式１２】を用いる） 

⇩ 
③ 請求単価があっているか、保護課（他市の施設の場合は、当該市

の担当課）からの通知で確認。 

⇩ 
④ ＣＷ、福祉システムに委託事務費を入力。 

⇩ 
⑤ 確認済みの請求書及び添付書類を社会給付班に渡す。 

⇩ 
⑥ 社会給付班、財務処理を行う。 
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（１）確認 

ア 社会給付班は、請求書が届いたら担当ケースワーカーに対し、請求内容の確認を依頼する。 

イ 担当ケースワーカーは、自分が担当する被保護者に係る請求の内容を確認し、社会給付班に修

正の有無を報告する。 

ウ ケースワーカーが請求の確認を行う際の留意点は、以下のとおり。 

 ① ケースワーカーは、社会給付班から確認依頼があった後、概ね１週間以内に確認し、社会給

付班に報告する必要がある。なぜなら、市は、施設から請求があってから３０日（１か月では

ない。）以内に支払いをしなければならず（支払遅延防止法）、また、支払日の１０営業日前ま

でに支出命令の決裁を完了しなければならないからである。 

 ② ケースワーカーが確認すべき事項は、以下のとおりとなる。 

確認事項 留意点 

実入所日数（入所日、退所日、入院日、退院

日） 

日額単価×実入所日数が、その月の委託事

務費となる。入院期間の一部は実入所日か

ら除かれる（４－１、１、（５）参照）。 

収入状況 収入充当額が最低生活費を上回っている場

合は委託事務費から控除する本人支払額が

発生する（４－１、１、（７）参照）。 

個別支援計画の作成状況 

※ 計画が作成されていない場合、計画が長期間変更

されていない場合、記載内容が不十分（本人の状態

に基づいた適切な課題・目標の記載、具体的な支援

方法の記載がない等）である場合などは保護課に相

談 ⇒ 保護課において施設の調査実施 

適切に作成されていない月の委託事務費

は、減算となる（４－１、１、（４）参

照）。 

  ※日常生活支援住居施設の認定状況については、全庁フォルダ「N:\17_保健福祉局\17003000_保

健福祉局保護課\53-3 日常生活支援住居施設」にＰＤＦファイルで格納 

③ 入居者が突然失踪した場合は、帰ってくることがあるため施設がしばらく居室を確保し続け

る場合があり、この場合の保護費（住宅扶助費など）は居室を確保していた日までとすることが

ある。しかしながら、日常生活支援住居施設の委託事務費は、手厚い支援に要する費用を上乗せ

したものであり、入居者の失踪は、当然に個別支援計画に位置づけて実施されるものではないこ

とから、福祉事務所は、施設と協議のうえ、委託終了日を定め、「日常生活支援の委託の終了に

ついて（通知）【様式７－３】」により、委託を終了する。 

④ 施設から受けた請求書（「日常生活支援委託事務費請求額通知書」【様式１１】）を確認する際

は、【エクセルシート】「委任事務費確認シート（福祉事務所用）【様式１２】」があるため、活用

されたい。 

⑤ 通知書情報を確認するための情報は、それぞれ以下の部署が把握している。 

ケースワーカー

が把握している

情報 

・ 実入所日（入院期間も含む。） 

・ 個別支援計画の作成状況（減算要件） 

・ 収入状況（本人支払額の有無） 

保護課が把握し

ている情報 

・ 施設ごとの入所者１人当たりの日額単価 

・ 職員配置体制及び重点的要支援者の入居状況（加算要件） 

・ 施設が個別支援計画の６か月に１回以上の見直しを検討し、その結

果を記録していること。 

 

file://///chains.city.chiba.jp/全庁フォルダ/17_保健福祉局/17003000_保健福祉局保護課/53-3%20日常生活支援住居施設/他自治体の認定状況
file://///chains.city.chiba.jp/全庁フォルダ/17_保健福祉局/17003000_保健福祉局保護課/53-3%20日常生活支援住居施設/他自治体の認定状況
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（２）福祉システムへの入力 

   ケースワーカーは、請求書及び添付書類の内容確認後に以下の事項を福祉システムに入力する。 

   ① 委託事務費（月額）   ← 毎月入力 

② 入所開始日、入所終了日 ← 入所したときと退所したときに入力 

   ※システム入力画面については、別添５のとおり 

（３）財務処理 

  ア 支払 

内部管理システムを用いて、請求書と添付書類を添付し、支出負担行為を起案。（請求書起

案）支出命令にも同様の書類を添付する。 

    経理状況報告においては、支出負担行為の起案日の属する月で「施設事務費及び委託事務費」

の欄に計上する。 

    ※ 支出科目等 

      ・ 款：民生費 項：生活保護費 目：扶助費 節：扶助費 

      ・ 大事業：生活保護事業費 中事業：生活保護事業費 小事業：生活保護費（補） 

    ※ 支出負担行為の摘要欄に「委託事務費」（←日常生活支援住居施設の事務費）と記載し、

経理状況報告の中で「施設事務費」（←救護施設の事務費）と支出額を区別できるようにし

ておく必要がある。 

         

  イ 請求額の調整 

単価変更や減算に伴い、既に委託事務費を受領した月の請求額を増額又は減額する必要が生じ

た場合は、原則として、当該年度分についてはその後に行う毎月の請求の際に金額を調整した請

求を受けて対応する。 

ただし、前年度に属する月の請求額に減額が生じる場合は、年度を超えるため市においてその後

の毎月の請求の際に調整することができないことから、社会援護課から別途納付書を送付し、納付

を求める。また、前年度に属する月の請求額に錯誤による誤り等が判明して請求額を増額する必要

が生じた場合は、増額となった額の請求を別途提出させる。 

※「委託事務費確認シート（福祉事務所用）」により、誤請求をできる限り防ぐこと。 
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５ 保護の実施責任                            

５－１ 日常生活支援住居施設における保護の実施責任）                 

１ 日常生活支援住居施設 

被保護者を日常生活支援住居施設に入所を委託した場合、その者に対して保護を行う者は、施設に

入所を委託した市町村となる（生活保護法第１９条第３項）。 

   ⇒ 当該施設が居住地となるが、実施責任は、「居住地保護」により居住地の保護の実施機関が

負うのではなく、「施設入所保護等の特例（居住地特例）」により施設に入所を委託した保護の

実施機関が実施責任を負うこととなる。  

◆生活保護法（抜粋） 

第１９条 

３ 第３０条第１項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所さ

せ、若しくはこれらの施設に入所を委託し…＜中略＞…て行う場合においては、当該入所又は委託の継続中、

その者に対して保護を行うべき者は、その者に係る入所又は委託前の居住地又は現在地によって定めるものと

する。 

 

第３０条 生活扶助は､被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき､これ

によっては保護の目的を達しがたいとき､又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設､更生施設、日

常生活支援住居施設（社会福祉法第２条第３項第８号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であって、

被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府

県知事が認めたものをいう。第６２条第１項及び第７１条第１号ハにおいて同じ。）若しくはその他の適当な施

設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。 

 

附則 

（日常生活支援住居施設に入所中の被保護者に対する保護の実施機関の特例） 

16 当分の間、第１９条第３項の規定の適用については、同項中「更生施設」とあるのは、「更生施設、同項ただ

し書に規定する日常生活支援住居施設」とする。 

 

２ 参考：無料低額宿泊所の場合 

    無料低額宿泊所の実施責任は、以下のとおりとなっている。 

① ホームレスから相談を受けた保護の実施機関が実施責任を負う。【現在地保護】 

② 既に無料低額宿泊所に住み始めている者から保護の申請があった場合は、その施設所在地の保

護の実施機関が実施責任を負う。【居住地保護】 

③ 保護受給中か否かにかかわらず、保護の実施機関の指導、指示又は斡旋により千葉県内の他市の

施設に入所した場合は、当該保護の実施機関が実施責任を負う。また、保護受給中の無料低額宿泊

所（無届を含む。）の入所者が施設の都合により千葉県内の他市の施設に入所し、当該都合につい

て、転居前の施設所在地の保護の実施機関が転所も認めざるをえないと判断した場合は、当該転所

前の施設所在地の保護の実施機関が実施責任を負う（転所不可と判断し、生活保護の新規申請を伴

う場合は、転所先の施設所在地の実施機関が実施責任を負う。）【県内ルール】 

④ 他県の施設に入所した場合は、その施設所在地の保護の実施機関が実施責任を負う。【居住地保

護】 
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別添１ 無料低額宿泊所及び日常生活支援住居施設における支援 ⇒ R2.3.27厚生労働省社会・援護局保護課長通知「生活保護の低居について」から抜粋 

 

○ 無料低額宿泊所において提供される支援については、本人又は家族が行う日常生活上の行為を代替する機能を持ったものとして、日常生活支援住居施設において提供される支

援については、左欄の支援に加えて、個々の入所者が抱える課題に対する専門的・個別的支援を提供する機能を持ったものとして整理される。 

無料低額宿泊所において、右欄の支援が提供されること自体を妨げるものではないが、日常生活支援住居施設として委託事務費の交付を受けるためには、人員体制の整備等を

行って都道府県知事の認定を受けた上で、福祉事務所から委託された被保護者に対して、個別支援計画に基づいて右欄の支援を行う必要がある。 

 

 無料低額宿泊所 日常生活支援住居施設 

（各施設における支援機能） 本人（家族）代替機能・便宜の供与 専門的・個別支援機能 

（支援に係る費用の取扱い） 本人からの利用料により対応 委託事務費により対応 

日常生活

(家事等) 

食事 食事の提供 

食事・洗濯・掃除等に課題がある者への自立支援 洗濯 洗濯設備や洗剤の提供 

掃除 共用部の清掃 

日用品 共用備品・消耗品等の整備 家計管理等に課題がある者への相談支援等 

安否 安否確認、状況把握 外出等に課題がある者への外出支援等 

健康 
服薬  服薬サポート 

通院  通院同行（病状・治療内容の理解等の支援） 

金銭 生活費 （利用料の受領） 金銭（自己）管理支援 

社会生活等 

相談支援等 日常生活上の軽微な相談 
・アセスメント、個別支援計画の策定 

・本人の生活課題等に応じた相談支援 

調整 （福祉事務所等への連絡） 他の支援機関等との調整、利用手続き支援 

コミュニケーション  交流支援、互助・役割づくり 
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別添２ 本人の状態像の例  ⇒ R2.3.27厚生労働省社会・援護局保護課長通知「生活保護の低居について」から抜粋 

○ 下表については、要保護者に生活保護を適用する場合において、適切な居住の場及び必要な日常生活上の支援を提供するための目安として、要保護者本人の状態像の例を示し

たものである。日常生活支援住居施設へ日常生活支援の委託を行う対象者については、概ね下表のうち、「本人の状態に応じた生活支援」及び「状況確認・必要に応じた相談助言」

の欄に該当する場合が想定される。 

○ ただし、当該本人の状態像の例については、あくまでも委託対象とする者の選定の目安であることから、当該欄に該当する数等で委託の可否を決定するものではなく、また、下

表欄の支援が必要な状態であっても、他の福祉サービス等の活用により居宅生活が可能と判断される場合には居宅による保護が優先されるものであることに留意が必要である。 

項目 視点 生活全般に渡る支援 本人者の状態に 
応じた生活支援 

状況確認・必要に応じた 
相談助言 

定期的な確認 
・見守り等の支援 

日常生活自立 

金銭管
理 

収入等に応じた計画的
な消費ができるか否
か。 

金銭の価値や、使用方法
など基本的な理解が不足
している。 

家計管理について意識がほと
んど無く、公共料金を滞納し
たり、数日間で浪費してしま
う。 

家計管理について意識が乏し
く、月の途中で生活費を使い
果たしてしまうことが度々あ
る。 

家計管理について一定の意識はあ
るが、月末に生活費が足らなくな
ることが時々ある。 

残金等を意識して買
い物等ができる。 

健康管
理・衛
生管理 

疾病等がある場合、必
要な服薬や通院ができ
ているか。 

病識等がなく、治療の必
要性について理解してい
ない。 

服薬等の治療の必要性につい
て意識が乏しい。 

服薬を忘れたり、一度に服薬
してしまうことが度々ある。 

治療の必要性は理解しているが、
服薬を忘れてしまう場合が時々あ
る。 

特段の疾病はない又
は服薬等は自己管理
できている。 

アルコール等への依存
があるか。 

依存症の認識等がなく、
問題行動等を繰り返す。 

依存症の認識はあるが断酒等
の対処ができていない。 

断酒等の意思はあるが、飲酒
してしまうことが時々ある。 

依存症又は依存傾向はあるが、断
酒等が自己管理ができている。 

依存症の傾向は見ら
れない。 

入浴や着替えなどの衛
生管理ができるか。 

入浴や着替えについて介
助等が必要。 

衛生管理の意識がほとんど無
く、入浴等について繰り返し
声かけが必要。 

衛生管理の意識に乏しく何日
間も入浴しないことが度々あ
る。 

衛生上の問題が生じるほどではな
いが、入浴等を怠ったりする傾向
がある。 

特段の問題は見受け
られない。 

炊事、
洗濯等 

食事の支度が自分自身
でできるか。 

食事行為そのものについ
て介助等が必要。 

自分自身では食事の支度等が
困難。 

市販品の購入はできるが、食
事の内容等に問題等がみられ
る。 

総菜等を購入したり、電子レンジ
を使うことができる。 

自分自身で調理等が
できる。 

掃除・洗濯が自分自身
でできるか。 

掃除・洗濯等が自分自身
ではできない。 

具体的な指示や部分的な支援
があればできる。 

掃除・洗濯が適切に行われな
いなど、声かけが必要な場合
がある。 

基本的には自立しているが、ゴミ
捨ての状況など確認が必要な場合
がある。 

自分自身で掃除や洗
濯ができる。 

安全管
理 

火気等の管理など安全
管理ができるか。 

火気などの危険性に関す
る理解や認識が不足して
いる。 

火気の取扱いの制限など、一
定の管理が必要。 

機器等の使用ルールの徹底な
ど、一定の管理が必要。 

能力等の低下等、予防的観点から
の注意が必要。 

特段の問題は見受け
られない。 

理解・
コミュ
ニケー
ション 

生活する上での決まり
ごとなど理解したり、
問題解決ができるか。 

理解能力に不足があり、
生活を送る上で、常に声
かけや具体的な指示が必
要。 

理解能力に不足がみられ、声
かけや具体的な指示が必要な
場合がある。 

十分な理解能力があるとは言
えないが、繰り返し説明をす
れば理解が可能。 

日常生活上は特段の問題はない
が、各種手続きなど複雑な事項に
ついては支援等が必要。 

理解能力は問題な
く、不明な点など
は、自分から質問も
できる。 

周りの者とのコミュニ
ケーションが適切に図
れるか。 

他者とのコミュニケーシ
ョンを図ることが困難。 

コミュニケーション能力に難
あり、孤立したり、問題とな
る行動をとってしまう恐れが
ある。 

他者の感情等の理解や自分自
身の意思伝達が苦手なため、
対人トラブルを生じることが
ある。 

コミュニケーション能力に一定の
課題等が見受けられ、トラブル等
抱えていないか定期的な確認が必
要。 

生活を送る上での大
きな支障は見受けら
れない。 
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別添３ 個別支援計画の留意点 

（様式１３）               日常生活支援住居施設 個別支援計画 

       

 
利用者氏名 

 
   Ａ  様 

 

 
生年月日 

 
令和〇年 〇月 〇日 

 
計画書 No. 

 
第 〇 回目 

 
事業所名 

 
〇〇荘 

個別支援計

画作成担当

者名 

生活支援提供責任者 

氏名：  Ｂ   

 
計画作成日 

 
令和〇年 〇月 〇日 

 

入所者の生活

に対する意向 

・・・・・・となることを望んでいます。また、・・・・・・したい

と考えています。 

 

生活全般の質を向上させ

るための課題（ニーズ） 

日常生活及び社会生活

上の支援の目標（課題

に対する目標） 

達成時期 

（期間） 

支援内容・方法等 
備考 

（留意事項） 内容 方法 
提供機関 

担当者 

・・してしまう。 ・・・できるようになる。 〇年〇月     

・・が必要。 ・・・ ・・     

・・を望んでいる。 ・・・ ・・     

            

                

      

 

 

 

総合的な支援 

の方針 

・・・・・・なるよう支援を行っていきます。また、・・・・・

ように支援を行います。 

【同意書】 

私は、上記の個別支援計画について説明を受け、 

これに基づいて支援が行われることに同意しました。 

    年    月    日 

本人                   

代理人等                 

˲ǵ ǲḨǬǋǦ

ўǱƼ ȋɉɶȸ

˲ǵ ׄ ƽș ǙƲǤȓ

ș ᵎɵὕ ǠȒǦȈǵ

Ƽ ƽșЕ̱ ǲ

˲ǓӦѝȢɟɶȶǮǔȒ

ȉǵǯǞǭ ǠȒƳ 

Ƽ Кὦɵ ƽǶƲ ǓǰǵȏǍǱᾐ

Ǳ ɵ›ẑɵ ș Ǫǭ ș Ǡ

ȒǒșЕ̱ ǲ ǠȒƳ 

Ħ Ǳ ὄὑǞǦ Ǔ ȓȒȏǍ

Ǳ ș ǍǱǰ ǮǶʥӦѝƳ 

˲ǵ ǶƲ׀ ǵ ǮǶʥ ǧǓƲ

Ὀ ǞǦȉǵș⁸ǲ їǠȒ ǮǶⱳ

ǯǱȒƳ 

ǯǞǭǰǵȏǍǱȱɱȹɕɆǮ Ǟǭǋǖǵ

ǒƲ ǋȷɏɱǵ Ǟș ǨǱǓȐ ǠȒƳ 

Њ ǵ₁ ǠȒ ȋ ș ǞƲǮǔȒ ȑᾱὁ

ǿǵⱥₒș꜠ ǲǑǋǭƲ ǞǦ ₡ ֗Ǻ

̝ șᵣȇǚǯǓǮǔȒȏǍ ǠȒʣǮǵ ўǱ

Кὦǵ ǲḨǬǋǭ ǜȓȒȉǵǮǉȒƳ 
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別添４ 常勤・非常勤、専従・兼務の考え方 

 

■ 日常生活支援住居施設における通常の勤務時間が１日当たり８時間（40時間）と定められている施設に勤務する者の例 

用語の定義と４つの勤務形態 

専従（専ら従事する・専ら提供に当たる） 兼務 

当該日常生活支援住居施設に勤務する時間帯におい

て、生活支援員以外の職務に従事しないこと。 

当該日常生活支援住居施設に勤務する時間帯において、生

活支援員以外の職務に同時並行的に従事すること。 

常勤 当該日常生活支援住居施設における勤務時間が、

「当該日常生活支援住居施設において定められて

いる常勤の生活支援員が勤務すべき時間数」に達

していること。 

①常勤・専従 

 １日あたり８時間（週 40時間）勤務している者が、

その「時間帯において、生活支援員以外の業務に従

事しない場合 

②常勤・兼務 

 １日あたり８時間（週 40時間）勤務している者が、その

時間帯において、生活支援員以外に従事するほかに、他の業

務にも従事する場合 

非常勤 当該日常生活支援住居施設における勤務時間が、

「当該日常生活支援住居施設において定められて

いる常勤の生活支援員が勤務すべき時間数」に達

していないこと。 

③非常勤・専従 

 １日あたり４時間（週 20時間）勤務している者が、

その時間帯において、生活支援員以外の業務に従事

していない場合 

④非常勤・兼務 

 １日あたり４時間（週 20時間）勤務している者が、その

時間帯において、生活支援員に従事する他に、他の業務にも

従事する場合 

 ※１ 生活支援員以外の職務とは、管理者や調理員などのことであり、生活支援員以外の業務とは、管理者業務や調理業務のことである。 

※２ 生活支援員から選任される生活支援提供責任者を管理者が兼務する場合、管理者は「専任」要件のみである（要件省令第１１条）が、生活支援提供責任者は

「常勤・専従」を要件としている（解釈通知第３の２（３））ことに注意する必要がある。（非常勤の管理者が生活支援提供責任者をすることはできない。） 
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■ 兼務の形態 

形態 例示 常勤換算 説明 留意事項 

同じ日の中で、時間を分けてそれぞれ別の敷

地にある複数の日常生活支援住居施設に勤務 

午前中は日常生活支援住居施設Ａ、午

後は日常生活支援住居施設Ｂを巡回

している職員など 

それぞれの日常生活支援住居

施設について、それぞれ勤務す

る時間分を常勤換算に算入す

る。 

常勤換算方法を採用しているため可

能（それぞれの施設における「非常

勤・専従」に該当し、「兼務」には該

当しない。） 

それぞれの施設の勤

務時間数の合計が、

常勤職員が勤務すべ

き時間数を超えない

ように留意するこ

と。 

曜日ごとにそれぞれ別の敷地にある複数の日

常生活支援住居施設に勤務する 

月・火は日常生活支援住居施設Ａ、水・

木・金は日常生活支援住居施設Ｂでそ

れぞれ生活支援員を行っている場合 

同じ日の中で、時間を分けて同一敷地内の日

常生活支援住居施設及び無料低額宿泊所に勤

務 

１階の無料低額宿泊所Ａ、２階の日常

生活支援住居施設Ｂの支援員をして

いる職員など 

日常生活支援住居施設に勤務

する時間分をそれぞれ常勤換

算に算入する。 

 

日常生活支援住居施設では、常勤換

算方法を採用しているため可能（日

常生活支援住居施設における「非常

勤・専従」に該当し、「兼務」には該

当しない。） 

無料低額宿泊所の職

員の員数が事実上

「０」となるなど、

千葉市無料低額宿泊

所の設備及び運営に

関する基準を定める

条例第１２条第１項

「サービスの内容に

応じた適当数」が常

に配置されていない

という状況にならな

いよう留意するこ

と。 

曜日ごとに同一敷地内の日常生活支援住居施

設及び無料低額宿泊所に勤務 

月・火は２階の日常生活支援住居施設

Ａ、水・木・金は１階の無料低額宿泊

所Ｂでそれぞれ生活支援員を行って

いる場合 

同じ日の中で、時間を分けてそれぞれ別の敷

地にある日常生活支援住居施設及び無料低額

宿泊所に勤務 

午前中は日常生活支援住居施設Ａ、午

後は無料低額宿泊所Ｂを巡回してい

る職員など 

曜日ごとにそれぞれ別の敷地にある日常生活

支援住居施設及び無料低額宿泊所に勤務 

月・火は日常生活支援住居施設Ａ、水・

木・金は無料低額宿泊所Ｂでそれぞれ

生活支援員を行っている場合 

形式上は、一の職種の常勤専従として働いて

いるが、実際はその間の空き時間等を使って、

他の職種の手伝いをする形態 

日常生活支援住居施設の管理者であ

る場合に、空時間等を使って生活支援

員の手伝いをするなど 

手伝った職種の常勤換算に当

該職員を算入することは不可 

常勤換算方法を採用しているため、

管理者専従としているのであれば、

他の職種の時間にあてることは不可 

常勤換算に算入する

のであれば、「兼務」

とし、「生活支援員」

として勤務する時間

として参入するこ

と。 

複数の職種を同時並行的に行い、働いた全て

の時間について、全ての職種にカウントする

ことができる形態 

管理者と生活支援員の兼務など 管理者として勤務する時間は

常勤換算に含めない。 

 

解釈通知第３の３により、可能。（そ

れぞれ管理者として「非常勤・兼務」、

生活支援員として「非常勤・兼務」

となるが、９月３０日付Ｑ＆ＡのＱ

６により、管理者及び生活支援提供

責任者は、常勤換算数に含めない。 

複数の職務において、それぞれの職務の時間

が決まっている形態 

生活支援員と調理員など 生活支援員として勤務してい

る分を常勤換算数に含める。 

生活支援員として「非常勤・兼務」、

調理員として「非常勤・兼務」とな

る。 

日常生活支援住居施設において、生活支援員

として勤務する日と宿直として勤務する日が

混在している。 

日中は生活支援員として勤務してい

るが、その後、宿直を行っているなど。 

※住み込みの職員は、宿直ではない。 

宿直は「宿直体制加算」の要件に合

致する場合は、当該加算が算定され

るため、支援体制加算には含めない。 

宿直として、勤務さ

せる場合は、労基署

の許可が必要。また、

週２回以上の宿直勤

務は不可。 
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■ 休暇・出張の時間がある場合の計算例 

 

常勤者が勤務すべき時間数：月１６０時間 

日付 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

常勤職

員Ａ 

８ ８ ８ ８ ８ 休 休 ８ ８ ８ ８ ８ 休 休 

常勤職

員Ｂ 

休 ８ ８ ８ ８ ８ 休 休 ８ ８ ８ ８ ８ 休 

非常勤

職員Ｃ 

休 ６ ６ ６ ６ 休 休 休 有 ６ ６ ６ ６ 休 

非常勤

諸金Ｄ 

６ 休 休 休 有 ６ 休 ６ 休 休 休 休 ６ 休 

 

 １

５ 

１

６ 

１

７ 

１

８ 

１

９ 

２

０ 

２

１ 

２

２ 

２

３ 

２

４ 

２

５ 

２

６ 

２

７ 

２

８ 

計 

続

き 

８ ８ ８ ８ 有 休 休 ８ ８ 有 ８ ８ 休 休 １

６

０ 

休 ８ ８ ８ ８ ８ 休 休 ８ ８ ８ ８ ８ 休 １

６

０ 

休 有 ６ ６ ６ ６ 休 休 ６ ６ ６ ６ 休 休 ９

６ 

６ 休 休 休 休 ６ 休 ６ 休 休 休 休 ６ 休 ４

８ 

休：休日，有：有給休暇 

この場合、常勤換算数は １（常勤者Ａ）＋１（常勤者Ｂ）＋（９６（非常勤者Ｃ）＋４８（非常勤者Ｄ））

÷１６０＝２．９となる。 

※常勤者Ａ及び常勤者Ｂについて、休暇等の期間が１月を超えない限り常勤の支援員については勤務した

ものとして取り扱うが、非常勤職員Ｃ及び非常勤職員Ｄについては、勤務時間に含めない。 

 

※「運営基準等に係るＱ＆Ａ（平成１４年３月２８日付厚生労働省老健局振興課 事務連絡）」によるもの 

 


